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報告５ 

文書館における移管文書の公開開始について 

（平成 29 年 4 月 4 日 文書館） 

 

１ 要 旨 
  文書館では、昭和６１年度の開館以来毎年移管されてきた公文書を、平成２９年度

から公開開始します。 
これに併せて、公開に必要な手続き等を「栃木県立文書館管理運営要綱」に取りまと

め、対応することとしました。 
２ 公開開始日  

平成２９年４月１日 
３ 平成２９年度に公開となる公文書 

昭和６１年度に移管された公文書 ２，１１８冊 
４ 公文書の受入れから閲覧までの業務の流れ 
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審査対象 無                審査対象 有 

 

                          目録上に、「公開」または「要審査」と記載 

                           

 

                              

                                          

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の機関 

くん蒸 

予備審査（審査対象の抽出） 

要
審
査 

目録作成・公開 

閲 覧 請 求 

本 審 査 県の機関 

第三者 

公開 非公開 

閲覧決定通知の送付 

閲 覧 

不服申立て、取消訴訟の教示 

不服申立て 

原則30日以内 

公 開 

意見照会 

回答 
意見照会 

回答 

一部公開 

 公 

開 

○地方自治法の第 244 条の 4 の

「公の施設を利用する権利に関

する処分についての審査請求」 


